
 
今月も最後の例会日になりました。今度の例会

日はもう３月です。さて私自身も昨年の建国記念

の日から不思議に思っていてやっと解った事が

ございます。皆さんもご存知の通り日本には１月

の元旦から１２月２３日の天皇誕生日まで祝日

が年間１５回あります。中には日の定まっていな

い祝日も５日程あります。これは第二日曜とか第

三日曜日を祝日にすると云う類いのものです。 
又訳の解らない国民の休日等もあって全部で１

５日間ございます。今月つまり２月の１１日は祝

日でした。何の祝日か今日お集まりの皆様はお解

りでしょう。今国会提出を見送ることにした皇室

典範改正案の旧皇室典範が制定されたのは１８

８９年（明治２２年）の２月１１日で、この日は

紀元節と云われていました。明治政府は神武天皇

が即位した日を国の紀元として、この日を太陽暦

に直して紀元前６６０年２月１１日と計算した

のです。 
戦後紀元節は廃止されましたが、１９６６年に

祝日法を改正、「建国記念の日」が復活したので

す。但し有識者の議論の末、この日が確実な史実

はないし、証明された歴史もないが、国を愛する

心を養い、国の将来を考え、日本国の歴史を学ぶ

意味から建国記念日ではなく建国の日記念日、又

は建国記念の日と「の」の字が付いております。

あいまいではあるが、神武天皇の建国の伝承がも

とであるから仲々定着しません。私も今年のカレ

ンダーを見るまでは、定かではありませんでした

が新しいカレンダー、日めくりを見ましても、全

て建国記念の日になっておりました。豆知識とし

て憶えておいて下さい。 
本日は保健委員会の卓話で板倉君がお話しをし

て下さいますが、興味ある話だと思いますので、

是非最後までご静聴をお願い致します。 
■ 幹 事 報 告            松葉 隆夫君 
・ロータリーレートの変更が日本事務局より届い

ております。 ３月より １ドル＝１１８円 
・ロータリーワールドが国際ロータリーより届い

ております。 
・２００６～０７年度 静岡第５分区ガバナー補

佐のプロフィールとガバナー補佐訪問予定が届

いております。 
（内田 英男ガバナー補佐・２００６年７月１２

日、２００７年４月１１日） 
・藤枝明誠高等学校より全国高等学校駅伝競走大

会出場のお礼と賛助金収支決算書が届いており

ます。 

■ 出 席 報 告           後藤 功君 
本日のホームクラブ 

出 席 者 前回の補正出席者 

26／41 63.41％ 29／41 70.73％ 

(１) 欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 
〇石垣君 〇岩﨑君 〇酒向君 〇仲田廣君 
〇増田君 〇村松英君 〇村松宏君 〇望月晃君 
青島彰君 浅川君 飯塚君 桜井富君 鈴木舜君 

仲田晃君 望月志君 
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■ 会 長 挨 拶           鈴木 廣利君
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(２)メークアップ者 
岩﨑 四郎君（静岡中央） 岩田 規君（榛南） 
村松 宏一君（榛南） 

■ ス マ イ ル ＢＯＸ       後藤 功君        

・本日、保健委員の卓話をさせていただきます。

ありがとうございます。        板倉 甫能君 

 スマイル累計額  ５８２，０００円 

 
■ 保 健 委 員 会 卓 話                       

 

『あなたも人命を救

えますか』 

板倉 甫能君 

 

 

―いざという時は決して慌てず、迅速に― 

万一、心臓発作による仮死状態に陥った場合、

３分以内、遅くとも５分以内に緊急に蘇生が行わ

れなければ、人は、生還することは出来ない。運

よく心臓の拍動が再開されたとしても、脳死植物

状態に成らざるを得ないかもしれない。 

一方、緊急に、救急車が出動されたとしても、

大変幸運が重なっても、到着には５分は懸かる事

が予想される。だとすると、救急車が到着する前

に、出来うる限りの処置を講じていなければ、救

命は出来ないということになる。そしてそれを行

えるのは、資格のある無しではなく、たまたまそ

こに居合わせた、一般市民の方々の力である。人

工呼吸法、心臓マッサージ法を熟知していること

は、来るべき、東海地震に際して、愛する家族の

救命にも絶対に不可欠の事と考える。大災害に際

しては、救急車は呼んでも来ない。呼んでも来な

い救急車をひたすら待っていたら、助かる命も失

うことになるかもしれない。 

本日の私の話を何回も思い出していただき、頭

のなかでシュミレーションしていただくことに

より、きっと何かのお役に立てるのではないかと

思います。 

 

 

（担当／望月俊） 


